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開口部のない耐火構造の床又は壁について（通知） 

 

危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）第３３条第１項第１号に規定

する開口部のない耐火構造の床又は壁の取扱いについては下記による。 

 

記 

 

１ 開口部とは、採光、換気、通風、出入等のために設けられたものであり、その設置につ

いては認められないものであること。 

２ 配管等の貫通部については、「耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の

管の部分及びその周囲の部分の構造を定める件」（昭和６２年建設省告示第１９００号）

に規定する施工がされていれば認める。 


